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令和４年度 国保事業費納付金等の本算定結果

項 目
算 定 方 法 第二期

運営
方針

備 考
令和３年度 令和４年度

標準保険料率

標準的な算定方式
3方式
（納付金算定でも同様）

変更なし P35

標準的な賦課限度額 政令のとおり 変更なし P35
医療63万円 後期支援19万円
介護17万円

標準的な賦課割合

応能割：応益割＝β：１
均等割指数：平等割指数＝

0.7:0.3
（納付金算定でも同様）

変更なし P35 βは国が示す所得係数

標準的な収納率
98％を上限に、
市町村ごと過去5年の平均値

変更なし P36

国保事業費納付金

医療費水準の反映 医療費水準反映係数α＝１ 変更なし P39 各市町村の医療水準を全て反映

高額医療費の共同負担 共同負担は行わない 変更なし P39

保険給付費等の対象経費の取扱
出産育児一時金、葬祭費、保健事

業等を対象経費としない
変更なし P39

保険者努力支援制度（県分）の
取扱

保険給付費（Ａ）から差し引く 変更なし P39 県全体の納付金額の引き下げ

激変緩和（一定割合） 一定割合＝自然増＋δ
(δ=自然増を超える部分の1/4)

一定割合＝自然増＋δ
(δ=自然増を超える部分の2/4)

自然増は単年度1.50%,
H28からの6年間で9.34%
財源は国の暫定措置分

１．算定方法
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令和４年度 国保事業費納付金等の本算定結果

本算定では、12月末に国が示した確定係数通知に基づき算定
（１）診療報酬改定率の影響を反映 （令和４年度 －0.94%）

（２）各係数について、仮係数から確定係数に変更
（調整交付金や保険者努力支援制度交付金等の公費の額、国保加入者見込数、介護納付金の１人当
たり負担見込額等の係数）

３．仮算定からの主な変更点

激変緩和とは、令和４年度１人当たり保険料（算定結果）と、
制度移行前（平成28年度）の本来集めるべき保険料とを比較
して、一定割合以上に増加する市町村に対して、個別に財源
を措置し、保険料の上昇抑制を図るもの

●令和４年度 一定割合＝自然増（単年１.50%で設定）＋δ

●激変緩和の財源は、国の調整交付金（暫定措置） 約2.1億円
個別市町村に財源措置し、残額が生じる場合は、県全体の
納付金の引き下げに活用

２．算定方法（激変緩和について）
一定割合＝自然増分を超える
保険料を引き下げ
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県支出は、保険給付費、後期高齢者支援金、介護納付金等で、約1,502億円
県収入は、療養給付費等負担金、前期高齢者交付金等で、約992億円
納付金は、県支出と県収入の差額 約510億円

●納付金額 令和３年度 475億円 → 令和４年度 510億円 （35億円、7.3%増） 37市町村で増

●１人当たり保険料（県平均）

（Ｒ３本算定との比較） 91,363円 → 100,686円 （9,323円増、10.2％増）

・令和４年度激変緩和について

対象５町村（北谷町、北中城村、座間味村、渡名喜村、北大東村） 所要額 5,104万3千円

激変緩和財源の残額約1.6億円については、県全体の納付金の引き下げに活用

激変緩和前後での比較（１人当たり保険料） 101,198円 → 100,686円 (△512円 △0.5%)

令和４年度 国保事業費納付金等の本算定結果

４．算定結果について

普通調整交付金の減 令和３年度 ２１８億円 → 令和４年度 １７９億円 （３９億円減、１７%減）

〔参考〕 ●１人当たり診療費 346,406円 → 349,943円 （3,537円増 1.0%増）

●被保険者数 390,834人 → 390,438人 （396人減 0.1%減)

５．算定結果（納付金の増）の主な要因
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令和４年度 国保事業費納付金等の本算定結果

令和４年度納付金額（市町村別）

増減 増減

①－② 率（%) ①－② 率（%)

 1 那覇市 10,923,050,720 10,216,134,605 706,916,115 6.92 26 北中城村 708,906,049 681,274,676 27,631,373 4.06

 3 うるま市 4,324,448,489 3,990,873,930 333,574,559 8.36 27 中城村 720,618,111 676,072,524 44,545,587 6.59

 4 沖縄市 4,681,692,664 4,462,652,864 219,039,800 4.91 28  原町 1,117,282,631 1,054,748,078 62,534,553 5.93

 5 宜野湾市 3,410,712,607 3,236,586,081 174,126,526 5.38 29 豊 城市 1,951,711,988 1,802,253,157 149,458,831 8.29

 6 宮古島市 1,881,836,651 1,701,105,504 180,731,147 10.62 30 八重瀬町 1,044,813,604 973,478,986 71,334,618 7.33

 7 石垣市 1,791,332,526 1,674,354,824 116,977,702 6.99 35 与那原町 591,460,406 542,353,921 49,106,485 9.05

 8 浦添市 3,706,558,155 3,388,477,799 318,080,356 9.39 37 南風原町 1,235,051,523 1,181,248,987 53,802,536 4.55

 9 名護市 2,153,466,360 1,963,574,675 189,891,685 9.67 38 久米島町 281,253,061 262,745,080 18,507,981 7.04

10 糸満市 2,096,720,561 1,929,406,779 167,313,782 8.67 40 渡嘉敷村 25,664,693 26,651,965 △ 987,272 △ 3.70

11 国頭村 172,114,776 172,868,354 △ 753,578 △ 0.44 41 座間味村 54,494,063 52,210,214 2,283,849 4.37

12 大宜味村 120,423,472 109,550,134 10,873,338 9.93 42 粟国村 16,305,074 16,365,631 △ 60,557 △ 0.37

13 東村 83,717,486 74,611,112 9,106,374 12.21 43 渡名喜村 15,589,326 15,289,151 300,175 1.96

14 今帰仁村 412,314,677 388,238,743 24,075,934 6.20 44 南大東村 58,644,493 50,315,402 8,329,091 16.55

15 本部町 490,218,605 484,389,707 5,828,898 1.20 45 北 東村 27,324,725 26,048,062 1,276,663 4.90

16 恩納村 478,080,255 442,850,531 35,229,724 7.96 46 伊平屋村 52,988,712 52,303,156 685,556 1.31

17 宜野座村 245,326,081 241,308,232 4,017,849 1.67 47 伊是名村 54,736,310 49,513,774 5,222,536 10.55

18  武町 518,815,687 477,426,147 41,389,540 8.67 52 多良間村 38,368,255 35,051,688 3,316,567 9.46

19 伊江村 269,174,761 258,580,926 10,593,835 4.10 53 竹富町 190,350,423 179,661,180 10,689,243 5.95

23 読谷村 1,521,623,493 1,423,431,406 98,192,087 6.90 54 与那国町 53,544,818 57,747,777 △ 4,202,959 △ 7.28

24 嘉手納町 641,552,744 590,181,829 51,370,915 8.70 55 南城市 1,560,939,210 1,431,502,660 129,436,550 9.04

25 北 町 1,253,703,309 1,155,962,714 97,740,595 8.46 県計 50,976,931,554 47,549,402,965 3,427,528,589 7.21

R３本算定
②

R４本算定
　①

R３本算定
②

R４本算定
　①
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標準保険料率の算定ベースである保険料総額(e)につい【R4本算定】

【歳出】

【歳入】

①
療
養
給
付
費
等
負
担
金

②
前
期
高
齢
者
交
付
金

③
国
普
通
調
整
交
付
金

④
都
道
府
県
繰
入
金

（
1
号
分

）

⑤
高
額
医
療
費
負
担
金

（
国
及
び
県

）

⑥
そ
の
他

①
算
定
可
能
な
特
別
調
整
交
付
金

②
保
険
者
支
援
制
度

③
財
政
安
定
化
支
援
事
業

④
過
年
度
の
保
険
料
収
納
見
込
額

⑤
出
産
育
児
一
時
金

⑥
算
定
可
能
な
県
繰
入
金

（
2
号
分

）

⑦
保
険
者
努
力
支
援
制
度

⑧
特
定
健
康
診
査
等
負
担
金

保
険
料
で
集
め
る
保
健
事
業
分
等

県向け公費等（992億円） 納付金d（510億円）

※保険料基盤軽減分は含まれていない

保険給付費（A）＋後期高齢者支援金＋介護納付金等　　（1,502億円）

d→eで減算

市町村向け公費 保 険 料 額

(367億円) (304億円)

(393億円)

(31億円)

(148億円)

(179億円)

(76億円)

(34億円)

(32億円) 標準保険料率の算定ベースe

【集めるべき保険料総額】

d→eで

加算

(362億円)

支 出 全 体 額（1,530億円）A

B

E G

F
H

C

収入（公費等）全体額（1,140億円）D
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